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判断能力が十分ではない貧困・低所得状態にある人々の

権利擁護を支える成年後見制度利用支援事業の展開と論点

山中和彦・野田博也

Ⅰ．はじめに

　日本の貧困問題は、2000年代以降に「格差」や「ワー
キング・プア」として社会的に認知されはじめ、金融危
機を経て広く人口に膾炙した。そこで理解された貧困
は、不況下における労働問題との関連で捉えられ、また
は未来の「労働力」でもある若年層（子どもの貧困）の
直面する不条理な問題として社会化された。他方で、増
加する生活保護世帯の多数は高齢や傷病・障害を抱えて
おり、就労自活が困難な人々、つまり「非稼働」層であ
ることには変化がなかった（厚生労働省 2020b）。そう
いった（成人の）「非稼働」層の貧困は、「子どもの貧
困」のように明白な政策課題ないし政治問題とはならな
かったものの、いくつかのデータや推計から、その所得
の低さや貧困率の高さは指摘されるところである（内閣
府・総務省・厚生労働省 2015；百瀬 2018）。また、こ
の時期（2000年代以降）に講じられた貧困対策は就労
に関わる支援が中心となり、就労を通した社会参加は就
労自活が期待される「稼働」層だけでなく、高齢者や障
害のある者にも適用され推進されていった。
　こうした貧困をめぐる問題認識とその対策のトレンド
において、賃労働とは必ずしも直結しない生（・生活）
の質や諸権利の実現に向けた取り組みは、社会における
「豊かさ」の在り方として問われることになろう。なか
でも、障害や病気により十分な判断能力がないとみなさ
れる人々の生活保障、とりわけ判断能力が十分ではな
く、かつ貧困・低所得のために市場化・商品化された社
会サービスを十分に利用できない人々の社会生活を支え
る方策の有り様は、社会的包摂を目指した貧困対策の進
展度を測るメルクマールのひとつになる。
　周知のように、公的介護保険の導入以降、契約に基づ
く社会サービスの利用が基調とされるなかで、判断能力

が不十分な成人の社会生活を支援する際には、その意思
決定を支える権利擁護の実践がより一層重視されてい
る。そして、その実践の仕組みを構築し直したものが成
年後見制度になる。ただし、その成年後見制度は、後見
人等を依頼（利用）する際には一定の支払いを要する仕
組みとなっている。このため、本人ないし世帯が必要な
経費を支払う資力がない場合の方策を整備しなければ、
彼ら・彼女らの権利を社会的に擁護することは困難とな
る。
　このように判断能力と資力、そして身寄りの３つが
「ない」状態が重なった人々の権利擁護を支える仕組み
は、「成年後見制度利用支援事業しかないのが現状」と
なっている（平田 2015：213）。この成年後見制度利用
支援事業（以下、利用支援事業）は、成年後見制度の利
用に係る費用を市区町村が助成することによって、貧
困・低所得の状態にある人々が成年後見制度から排除さ
れることを食い止めるものである。このため、当該事業
は「成年後見制度におけるセーフティネットとしての性
格を有して」（山口 2009：289）おり、「実質的に公的後
見の機能を有している」ともいわれる（平田 2015：
210）。他方で、この事業が上手く機能しなければ、判断
能力が十分ではない貧困・低所得状態にある人々は市場
化・商品化される社会サービスから切り離され、極めて
脆弱な状況に置かれる懸念が生じる。
　このような社会的意義のある利用支援事業について
は、いくつかの調査研究や現場報告等がなされてきた
（e.g.田代 2003；平野 2009；山口 2009；2014；岡川・
田部 2013；2016）。しかし、成年後見制度に関わる他の
議論に比べると、部分的または断続的に取り上げられて
きたきらいがある。また、貧困問題や貧困対策に関わる
議論においても、管見の限りでは、利用支援事業はほと
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んど取り上げられていない。当該事業が開始された2000

年代以降は、日本において社会保障や社会福祉サービス
の在り方が大幅に見直され、新しい貧困対策も講じられ
た時期と重なる。こうした時期において、関連政策の関
連を考慮しながら利用支援事業の展開を縦断的に捉え、
現在直面する課題等の特質を整理・検討しておくこと
は、一定の意義があるものと思われる。
　そこで本稿では、判断能力が十分ではない貧困・低所
得者の権利擁護を支える成年後見制度利用支援事業に注
目し、事業開始から現在までの展開を踏まえてその特質
と課題を整理し、今後の論点を明らかにすることを目的
とする。
　以下では、まず、本題の背景として成年後見制度全般
の経緯と論点を説明する（Ⅱ）。次いで、利用支援事業
の展開についてまとめる（Ⅲ）。そして、当該事業の課
題を踏まえて今後検討するべき論点を考察する（Ⅳ）。
最後に、本稿で得た知見を確認し、今後の研究課題につ
いて言及する（Ⅴ）。

Ⅱ．成年後見制度の展開

１．成年後見制度成立まで

　成年後見制度は、民法に規定されていた禁治産・準禁
治産制度の規定を改正する形で2000年４月にスタート
した。前身である禁治産・準禁治産制度は、1898年か
ら基本的な骨格は改正されることなく100年あまり続い
ていたが、1994年度の禁治産の審判申立件数は、わず
かに2,963件、準禁治産宣告の審判申立件数は671件で
あった1）。
　新しい成年後見制度への改正の理由については、法務
省民事局成年後見制度問題研究会（1997）によれば、当
時の禁治産・準禁治産制度は、「本人の保護」の理念に
重点を置きつつ、取引の安全の保護にも配慮した制度で
あるが、①種々の観点から利用しにくい制度となってい
るとの指摘がされており、高齢化社会にふさわしい利用
しやすい制度に対する社会的な要請が高まっていたこ
と、②欧米諸国においても各国の実情に即した成年後見
立法が相次いでいたことから、③「本人の保護」の理念
と本人の自己決定（自律）の尊重、本人の残存能力の活
用、ノーマライゼーション等の新しい理念と調和を旨と
する法改正の必要性が提唱されていたことによるとされ
ている。
　司法でこのように新しい成年後見制度への見直しが進
んでいた1990年代は、福祉の側では社会福祉基礎構造
改革が進んでいた。行政が行政処分によりサービス内容
を決定する措置制度から利用者が事業者と対等な関係に

基づきサービスを選択する利用制度（契約制度）への移
行が進んだ（「措置から契約へ」）。認知症高齢者などの
契約などにあたっての判断能力が低下した者の福祉サー
ビス利用を支援するため、成年後見制度が必要であっ
た。また、日常生活においても、在宅福祉・脱施設への
流れは、高齢者や障害者を市場経済の中に留め置くこと
になり、判断能力に不安のある人たちへの適切な支援を
必要とした。
　禁治産・準禁治産制度は、長男一子相続の家族制度の
もと有資産者の財産を守る制度であり財産のない者はこ
の制度の対象ではないとされていたが、新しい成年後見
制度は、財産のない者についても、契約制度となった福
祉サービス等を利用するにあたって必要とされることと
なった。
２．成年後見制度の意義

　成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害など精
神上の障害を理由として判断能力が十分でない人（本
人）について、自ら有効に法律行為をする能力を制限す
るとともに、代理権や同意権（その裏返しとなる取消
権）など民法上の権限を付与した成年後見人等を選任
し、本人の財産を保護することを目的としている。後見
人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関す
る法律行為について被後見人を代表する（民法第859条
第１項）と規定されている。また、民法第858条には、
「成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財
産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見
人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状
況に配慮しなければならない」との規定がされ、本人の
「生活、療養看護」に関する事務も成年後見人の職務と
されていることから、成年後見人等の事務は、財産管理
と身上監護であるとされる。
　新しい成年後見制度では、本人の自己決定権の尊重を
重視し、後見類型（旧禁治産に相当）、保佐類型（旧準
禁治産に相当）に加え、補助類型が新設されるととも
に、任意後見制度も設けられた。３つの類型により、申
立にあたっての本人の同意の要不要、成年後見人、保佐
人、補助人の権限の範囲が異なる。後見・保佐は、本人
の同意なく親族等が申し立てることが可能であるが、補
助の場合は申立に本人の同意が必要である。成年後見人
には包括的な代理権と取消権（日常生活に関する行為を
除く。）が与えられ、保佐人には民法第13条第１項に規
定する行為について同意権が与えられ、補助人には同項
に規定する行為のうち裁判所が認めた特定の行為につい
て同意権が与えられる。保佐人の同意権の範囲は民法で
法定されているが、補助人の同意権については本人の同
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意が必要である。また、保佐人、補助人には、本人が同
意し、裁判所が認めた範囲で代理権が与えられる。つま
り、３つの類型は、本人の判断能力の程度に応じて、成
年後見人等の法的支援者に与える権限の範囲に差をつけ
るものであるが、その範囲が広がる分、本人の権限が制
限・縮小されることに留意する必要がある。
　成年後見制度の利用者である認知症の人、知的障害
者、精神障害者は、福祉の対象となる人である。病気の
人が医療保険を利用し、要介護の人が介護保険を利用す
るように、判断能力が十分でなくなった人が成年後見制
度を利用するというふうに社会保障的なニーズを充足さ
せるものとしても位置づけられている（上山 2015：
11）。また、憲法第25条（生存権）や第13条（自己決定
権及び幸福追求権）から、成年後見制度は、認知症に
なっても障害があっても安心して、自分らしく暮らせる
よう支援していく権利擁護支援のツールのひとつとして
位置づけられている（小賀野 2012：198）。
３．成年後見制度の近況

　有産者のためだけの禁治産・準禁治産制度から改正さ
れ、ノーマライゼーション、自己決定の尊重を重んじ、
判断能力が十分でない人すべての権利擁護支援のツール
として期待された成年後見制度であるが、利用は進まな
かった。介護保険制度と同じ2000年４月の発足という
ことで「車の両輪」といわれることも多いが、介護保険
制度の利用者（要介護認定者とする）は、2019年１月
末現在656万人となっている2）。一方、成年後見制度利
用者数は、2019年12月末現在224,442人である。成年後
見制度の対象となる認知症のある人については推計602

万人、知的障害者（知的障害児を含む。以下同じ。）109

万４千人、精神障害者419万３千人である（厚生労働省 
2020a）。認知症のある人、知的障害のある人、精神障害
のある人全てが成年後見制度の利用が必要ということで
はないし、上記の数には重複があるが、数百万人という
スケールに対して、現在の利用者数22万人余というの
は、いかにも利用者数が少ないといえる。
　成年後見制度が利用されていない理由として、梶野
（2019）は、①制度の内容があまり知られておらず、社
会生活上の大きな支障が生じない限り制度があまり利用
されていない、②後見人による本人の財産の不正使用を
防ぐという観点から親族よりも法律専門職等が後見人に
選任されることが多くなっているが、そうしたケースの
中には、意思決定支援、身上保護等の福祉的な視点に乏
しい運用がある、③後見人等への支援体制が不十分、④
前記のことから、利用者が制度を利用するメリットを実
感できていないといったことが指摘できる、としてい

る。実際に相談を受け、利用支援をしている立場から
は、利用が進まない要因として、他にも、①そもそも制
度自体よく知られていないこと、②法律上の手続きが分
かりにくいこと、③報酬に相当の費用がかかること、④
成年後見人等候補者がいないことなどを挙げることがで
きる。
　このような利用が進まない状況に対処するべく2016

年には成年後見制度の利用の促進に関する法律（以下
「利用促進法」という。）が議員立法で成立した。利用促
進法は、理念、基本方針、国の責務、自治体の責務等を
規定し、具体的な施策については、成年後見制度利用促
進基本計画に基づき計画的に推進することとしている。
2017（平成29）年３月に閣議決定された成年後見制度
利用促進基本計画は、①利用者がメリットを実感できる
制度・運用の改善、②権利擁護支援の地域連携ネット
ワークづくり、③不正防止の徹底と利用しやすさの調和
を３つの柱としている。特に、「全国どの地域において
も必要な人が成年後見制度を利用できるよう」環境整備
をすることが求められることとなり、全市町村は、権利
擁護支援の地域連携ネットワークづくりの中核となる機
関（中核機関）の設置を目指すこととなった。
　「介護の社会化」と言われ介護が社会全体で支えるも
のとされたように、社会保障的なニーズをもつ成年後見
制度も、利用者の家族のみで支える仕組みではなく社会
全体で担うべきものとされ、「後見制度の社会化」と称
される。上山（2015：27‒30）は、後見制度の社会化の
進展を測るメルクマールとして第三者後見の活用状況、
市町村長申立の運用状況、公的な経済的支援を挙げてい
るが、利用促進法後にあっては、さらに、中核機関等成
年後見支援機関の設置状況も公的支援の進展状況の目安
のひとつとなるだろう。
４．実際の利用過程：手続きと費用

　成年後見制度の利用手続きと費用について、確認する。
　大きな流れとしては、申立権者が、本人が居住してい
る地域を管轄する家庭裁判所に申立を行い、家庭裁判所
は、調査、鑑定の結果に基づいて、後見等の開始の審判
をすると同時に成年後見人等を選任する。審判が確定す
ると、東京法務局で審判内容が登記される。
　申立権者は、成年後見制度が本人の権利を制限するも
のであることから、本人、配偶者、４親等内の親族及び
検察官に限られる（民法第７条、第11条、第15条）。親
族が不在の場合のほか、高齢、遠方、疎遠、虐待などの
理由で親族による申立が期待できない場合は、市町村長
も申立権者となる（老人福祉法第32条、知的障害者福
祉法第28条、精神保健及び精神障害者福祉に関する法
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律第51条の11の２）。
　申立をする際には、あらかじめ所定の診断書の作成を
医師に依頼し、その判断に基づいて、後見・保佐・補助
のどの類型によって申し立てるかを決め、保佐の場合は
代理権の範囲、補助の場合は同意権及び代理権の範囲を
決めなければならない。また、成年後見人等の選任は、
裁判所の専権であるが申立人が後見人候補者を記して申
立をすることができる。成年後見制度は、いったん利用
を開始すると本人の死亡や判断能力の回復等がないと終
了しないし、原則成年後見人等の変更もない。そのた
め、この申立までのプロセスで、本人が成年後見制度の
利用を必要とする生活上の課題を把握し、本人の望む暮
らしをどう実現するかの検討、どのような後見人がふさ
わしいかとの受任候補者の調整、既存の支援者と後見候
補者との役割の調整等において十分な検討が必要であ
る。
　申立費用は、申立手数料及び後見登記手数料として
3,400円分の収入印紙（代理権、同意権付与申立にさら
にそれぞれ800円分追加）、送達・送付費用として、後
見申立て3,270円分（保佐・補助申立て4,210円分）の郵
便切手が必要であるほか、添付書類を取得する費用とし
て、医師の診断書の作成費用数千円程度、住民票・戸籍
抄本等の写し数百円程度が必要である。数万円かかる鑑
定が求められない場合は、１～２万円程度である。
　成年後見人等は、本来は無報酬であるが、家庭裁判所
は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、
被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与える
ことができる（民法第862条）。東京家庭裁判所では、
成年後見人が通常の後見事務を行った場合の報酬の目安
となる基礎報酬額は月額２万円とされ、管理財産額が多
い場合は加算される。また、困難な事情や特別な事情に
応じて付加報酬額が加算される（東京家庭裁判所・東京
家庭裁判所立川支部 2013）。
　後見報酬のあり方については、成年後見制度利用促進
専門家会議でひとつの論点となっており、見直しの検討
がされている。身上保護や意思決定支援等を重視した運
用とする観点や、成年後見制度の担い手を確保する観点
も踏まえ、財産管理事務のみならず身上保護事務につい
ても適切に評価し、後見人等が実際に行った事務の内容
や負担等に見合う報酬とする方向であるが、実務的には
報酬を申し立てる側、算定する側の双方の事務量等から
課題もある。

Ⅲ．成年後見制度利用支援事業の展開

１．事業の創設と位置づけ

⑴　創設までの経緯

　介護保険も成年後見制度も、住み慣れた在宅における
質の高い生活の継続性を目指しており、介護等を要する
状態になった後のサービスだけでなく、介護予防や生活
の質を維持・向上するための取り組みが一層重視される
ことになる。こうした事業として「在宅高齢者保健福祉
推進支援事業」（1999年）や「介護予防・生活支援事業」
（2000年）が整備されてきた。
　他方、成年後見制度の利用にも申立経費や後見人報酬
に対する費用負担が生じるが、その支払い能力の無い
人々、すなわち貧困・低所得状態にある人々が利用でき
ないおそれのあることは当初より指摘されていた（山口 
2009：283；2014：156）。そこで新設された事業が成年
後見制度利用支援事業である。利用支援事業は、成年後
見制度が利用されない原因として理解不足と費用不足が
あるとの認識をもとに、それぞれに対して当該制度の広
報・普及活動と必要経費の助成を行うものである。
⑵　初年度（2001年度）の事業の特徴

　まず、2001年に改正された「介護予防・生活支援事
業実施要綱」において、利用支援事業が生活支援事業等
と並んで市町村事業のひとつに位置づけられた（表１）。
この対象者の範囲は、「介護保険サービスを利用し、又
は利用しようとする身寄りのない重度の痴呆性高齢者
等」、市町村が後見・補佐・補助開始の審判の請求を行
うことが必要と認める65歳以上の者、「後見人等の報酬
等必要となる経費の一部について、助成を受けなければ
成年後見制度の利用が困難と認められる者」の「いずれ
にも該当する」ことを条件に設定されていた（「介護予
防・生活支援事業実施要綱」）。
　この特徴をやや詳しくみると、①特定のサービス利用
やその利用の可能性（介護保険サービスの利用等）、②
人間関係（身よりの有無）、③特定の疾病とその程度
（重度の認知性）、④年齢（65歳以上）、⑤審判請求の必
要性、⑥困窮（助成がなければ制度利用困難）、の６項
目に及ぶ。⑥困窮の程度については「所得状況等」を勘
案することとされている（厚生労働省老健局計画課長事
務連絡 2000）。他方で、例えば、介護保険サービスを利
用「しようとする」こと、「重度」の程度、審判請求の
必要性、困窮状態等、これらの条件に対する判断基準
は、要綱で明確に示されていない3）。
　また、給付については「助成対象経費」と規定されて
おり、「成年後見制度の申立てに要する経費」と「後見
人等の報酬」の全部または一部となっている。前者の申



表１．成年後見制度利用支援事業に関わる要綱

介護保険実施前 介護保険実施以降
障害者支援費制度実施以降

在宅高齢者保健福祉推進支援事
業 実 施 要 綱（ 老 発 第470号 ）
（1999.6）

介護予防・生活支援事業実施要
綱（老発第475号）（2000.5）

介護予防・生活支援事業実施要
綱（老発第213号）（2001.5）

介護予防・地域支え合い事業実
施要綱（老発第213号）（2003）

（市町村事業）
１．高齢者在宅生活支援事業
２．高齢者の生きがい対策事業
３．健やかで活力あるまちづく
り基本計画策定・普及啓発
推進事業

４．新寝たきり老人ゼロ作戦普
及啓発推進事業

（市町村事業）
１．高齢者等の生活支援事業
２．介護予防・生きがい活動支
援事業

３．高齢者の生きがいと健康づ
くり推進事業

４．緊急通報体制等整備事業
５．寝たきり予防対策事業
６．健やかで活力あるまちづく
り基本計画策定・普及啓発
推進事業

（都道府県・指定都市事業）（略）

（市町村事業）
１．高齢者等の生活支援事業
２．介護予防・生きがい活動支
援事業

３．家族介護支援事業
４．高齢者の生きがいと健康づ
くり推進事業

５．成年後見制度利用支援事業
６．緊急通報体制等整備事業
７．寝たきり予防対策事業
８．健やかで活力あるまちづく
り基本計画策定・普及啓発
推進事業

９．高齢者地域支援体制整備・
評価事業

（都道府県・指定都市事業）（略）

（市町村事業）
１．介護予防等事業
２．在宅介護支援事業
３．家族介護支援事業
４．住宅改修支援事業
５．高齢者共同生活支援事業
６．高齢者の生きがいと健康づ
くり推進事業

７．成年後見制度利用支援事業
８．高齢者住宅等安心確保事業
９．寝たきり予防対策事業
10．健やかで活力あるまちづく
り基本計画策定・普及啓発
推進事業

11．高齢者地域支援体制整備・
評価事業

12．認知症にやさしい地域づく
りネットワーク形成事業

13．認知症高齢者をかかえる家
族に対する地域支援事業

14．サービス事業者振興事業
15．福祉用具・住宅改修研修事業
16．福祉用具・住宅改修地域利
用促進事業

17．市町村介護予防試行事業

（都道府県・指定都市事業）（略）

出所：各要綱をもとに筆者（野田）作成
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立てに要する経費には、「申立手数料」や「登記手数料」、
「鑑定費用」等がある。この対象経費の範囲は、「各市町
村ごとに地域の実情に応じて判断」して、また、その水
準にあたる「単価」は「参考単価を基に」設定すること
とされる。そこで例示される単価は、申立て経費につい
ては申立手数料が600円（１件）、登記手数料4,000円、
鑑定費用50,000～100,000円、その他切手等の実費とさ
れている。また、成年後見人等の報酬は、在宅28,000

円・施設18,000円を上限とする参考価格を示している。
これは、利用支援事業は「あくまで介護サービスの利用
を支援するものである」ためとされる（介護予防・生活
支援事業実施要綱；厚生労働省老健局計画課長事務連絡
2000）。
　以上のように給付の範囲と水準が想定されている。他
方、もともと当該事業は必須事業とされていなかったた
め、申立て費用と後見人等の報酬の設定は、①何もな
い、②申立て経費の一部のみ、③申立て経費全て、④後
見人等の報酬の一部のみ、⑤後見人等の報酬全て、この

他上記②または③と④または⑤の組み合わせのいずれか
になる。いずれにしても、対象者と給付の規定から、そ
の決定は市町村次第となり自治体による相当な差が生じ
得る制度設計となっている。
⑶　制度設計の見直し

　このように設計された利用支援事業であるが、２年目
以降は見直しが繰り返された。まず、2002年度には、
2003年度に始まる「障害者支援費制度の導入を背景に
して」、利用支援事業の対象者範囲に「知的障害者」が
追加された（松田 2013：134）4）。
　また、当該事業が規定されていた「介護予防・生活支
援実施事業」が2003年に改称されて「介護予防・地域
支え合い事業」へと変更された。要綱における当該事業
の位置づけに大きな変化はないが、前年に追加された知
的障害者に関わる文言が追加された。すなわち、対象者
として、「介護保険サービス又は障害者福祉サービスを
利用し、又は利用とする身寄りのない重度の認知症高齢
者、知的障害者」と規定された。



表２．地域支援事業（高齢者）における成年後見制度利用支援事業の位置づけ

地域支援事業実施要綱（老発第0609001号）（2006） 地域支援事業実施要綱（老発0529第１号）（2020年５月改正）
（市町村事業）
１．介護予防事業
　⑴　介護予防特定高齢者施策
　⑵　介護予防一般高齢者施策
　⑶　介護予防事業の実施に際しての留意事項
２．包括的支援事業
　⑴　介護予防ケアマネジメント業務
　⑵　総合相談支援業務
　⑶　権利擁護業務
　⑷　包括的・継続的ケアマネジメント支援業務
３．任意事業
　ア．介護給付等費用適正化事業
　イ．家族介護支援事業
　ウ．その他の事業
　　ア　成年後見制度利用支援事業
　　イ　福祉用具・住宅改修支援事業
　　ウ　地域自立生活支援事業

（市町村事業）
１．介護予防・日常生活支援総合事業
　⑴　介護予防・生活支援サービス事業
　⑵　一般介護予防事業
２．包括的支援事業
（地域包括支援センターの運営）
　⑴　第１号介護予防支援事業
　⑵　総合相談支援業務
　⑶　権利擁護業務
　⑷　包括的・継続的ケアマネジメント支援業務
（社会保障充実分）
　⑴　在宅医療・介護連携推進事業 
　⑵　生活支援体制整備事業
　⑶　認知症総合支援事業
　⑷　地域ケア会議推進事業
３．任意事業
　⑴　介護給付等費用適正化事業
　⑵　家族介護支援事業
　⑶　その他の事業
　　ア　成年後見利用支援事業
　　イ　福祉用具・住宅改修支援事業
　　ウ　認知症対応型共同生活介護事業所の家賃等補助事業
　　エ　認知症サポーター等養成事業
　　オ　重度の ALS患者の入院におけるコミュニケーション支援事業
　　カ　地域自立生活支援事業

出所：各要綱をもとに筆者（野田）作成
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　もともと「介護予防・地域支え合い事業」は「介護保
険制度の円滑な実施の観点から」整備された支援策であ
る（介護予防・地域支え合い事業実施要綱）。そうであ
るにもかかわらず、この利用支援事業では（主管部局も
異なる）障害者福祉サービスとの関わりが盛り込まれる
ことになった。
２．事業の再編と現行の制度設計

　こうした事態は、2006年度の関係法令通知の見直し
によって解消されることになる。同年の介護保険法の改
正と障害者自立支援法の施行を機に、介護保険法施行時
から続いていた介護予防・生活支援事業／介護予防・地
域支え合い事業の中身は大幅に見直されることになり、
利用支援事業は高齢者向けの「地域支援事業」と障害者
向けの「地域生活支援事業」に別々で位置づけられ、そ
れぞれ根拠とする法令通知も整理された（表２）。
⑴　高齢者への地域支援事業

　まず、高齢者に対する地域支援事業は、介護保険法第
115条の45に規定されている。その第３項では「市町村
は、介護予防・日常生活支援総合事業及び前項各号に掲
げる事業のほか、厚生労働省令で定めるところにより、
地域支援事業として、次に掲げる事業を行うことができ
る」とされ、その第３号に「被保険者（当該市町村の区

域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている
住所地特例適用被保険者を含む。）の地域における自立
した日常生活の支援のため必要な事業」が盛り込まれて
いる。法律上に事業名は明記されていないが、第３号で
示される事業が（高齢者への）利用支援事業にあたる。
　この事業名および事業内容については、「地域支援事業
実施要綱」に示されている（厚生労働省老健局長 2020）
（表２）。当該要綱の「別記４　任意事業」「３　事業内
容」では、「あくまでも例示」として複数の事業を挙げつ
つ「地域の実情に応じ、創意工夫を生かした多様な事業
形態が可能である」ことを言及している。そして、「⑶そ
の他の事業」では、「次のアからウまでに掲げる事業そ
の他の介護保険事業の運営の安定化及び被保険者の地域
における自立した日常生活の支援のため必要な事業を実
施する」（地域支援事業実施要綱 2006）と示していた。
　その対象者範囲をみると、2006年では「市町村申立
てに係る低所得の高齢者に係る成年後見制度の申立てに
要する経費や成年後見人等の報酬の助成等を行う」（地
域支援事業実施要綱 2006）とされていた。これ以前と
の異同は、「重度」の「認知症」が削除されている点で
異なり、他方、「市町村申立て」に限定している点は同
じである。



表３．地域生活支援事業（障害者）における成年後見制度利用支援事業の位置づけ

地域生活支援事業実施要綱（障発第0801002号）（2006） 地域生活支援事業実施要綱（障発第0801002号）（2020年３月改正）
（市町村地域生活支援事業）
１．相談支援事業
　　※障害者相談支援事業（略）
　⑴　市町村相談支援機能強化事業
　⑵　住宅入居等支援事業
　⑶　成年後見制度利用支援事業
２．コミュニケーション支援事業
３．日常生活用具給付等事業
４．移動支援事業
５．地域活動支援センター機能強化事業
６．その他の事業

（都道府県地域生活支援事業）（略）

（市町村地域生活支援事業）
１．市町村必須事業
　⑴　理解促進研修・啓発事業
　⑵　自発的活動支援事業
　⑶　相談支援事業
　⑷　成年後見制度利用支援事業
　⑸　成年後見制度法人後見支援事業
　⑹　意思疎通支援事業
　⑺　日常生活用具給付等事業
　⑻　手話奉仕員養成研修事業
　⑼　移動支援事業
　⑽ 　地域活動支援センター機能強化事業
２．市町村任意事業

（都道府県地域生活支援事業）（略）

出所：各要綱をもとに筆者（野田）作成
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　2008年には、厚生労働省老健局計画課長による事務
連絡「成年後見制度利用支援事業に関する照会につい
て」（平成20年10月24日）が発出され、市町村申立て
のみの適用ではなく、本人申立てや親族申立て等も含む
ことになった5）。
　現行（2020年）の要綱では、上記の「あくまでも例
示」の部分は削除され、「地域の実情に応じ、創意工夫
を生かした多様な事業形態が可能である」とし、その表
現が修正されている。そのうえで、「その他の事業」で
は「次のアからカまでに掲げる介護保険事業の運営の安
定化及び被保険者の地域における自立した日常生活の支
援のため必要な事業を実施する」（地域支援事業実施要
綱 2020）とし、その最初に「成年後見制度利用支援事
業」が掲げられている。
　その対象者について「市町村申立て等に係る低所得の
高齢者に係る成年後見制度の申立てに要する経費や成年
後見人等の報酬の助成等を行う」（地域支援事業実施要
綱 2020）とし、「市町村申立て」に「等」を付して含み
を持たせ、「なお、本事業は、市町村申立てに限らず、
本人申立て、親族申立て等についてもその対象となりう
るものであることに留意されたい」（地域支援事業実施
要綱 2020）と強調している。
　このような根拠のある高齢者向けの利用支援事業であ
るが、地域支援事業全体においては、必須事業の介護予
防・日常生活支援総合事業とは異なる任意事業である。
要綱における任意事業の主な構成は、「⑴介護給付等費
用適正化事業」、「⑵家族介護支援事業」、「⑶その他の事
業」となっており、「その他の事業」（アからカ）のひと
つに成年後見利用支援事業が位置づけられている。つま
り、他の必須事業等とは異なり、法文上に明記されてお

らず、また、任意事業としても「その他」のひとつに過
ぎない。
⑵　障害者への地域生活支援事業

　障害者に対する利用支援事業は、市町村地域生活支援
業における「相談支援事業」のひとつに位置づけられた
（表３）。この2006年の要綱では、当該事業の目的とし
て「障害者の権利擁護を図ること」を明記している。
　その対象者の範囲には、知的障害者だけでなく精神障
害者も含まれることになった。これは、障害者自立支援
法の形成過程で強調された「３障害共通サービスを一元
化」することの反映だと指摘されている（松田 2013：
135）。
　より詳しくみると、その対象者は、「障害福祉サービ
スを利用し又は利用しようとする身寄りのない重度の知
的障害者又は精神障害者」であること、市町村申立てが
必要である者、「助成を受けなければ成年後見制度の利
用が困難であると認められる者」の「いずれにも該当」
することが条件となる。つまり、「精神障害」が加わっ
たこと以外は従前の「介護予防・地域支え合い事業」の
枠組みを踏襲している。先に言及したように、同時期の
高齢者向け地域支援事業では病気やその程度について言
及されなくなっていたものの、この障害に関しては「重
度」とする程度の要件が残っている。
　また、高齢者向け事業と同じく、2008年に厚生労働
省から事務連絡「成年後見制度利用支援事業の対象者の
拡大等について」（厚生労働省社会・援護局障害保健福
祉部障害福祉課 2008）が発出され、対象者範囲が「障
害福祉サービスを利用し又は利用しようとする重度の知
的障害者又は精神障害者であり、後見人等の報酬等、必
要となる経費の一部について、助成を受けなければ成年
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後見制度の利用が困難であると認められる者」とされ
た。これにより市長村申立て（市町村長による後見等の
開始審判請求）を適用しない者も対象に含めることに
なった。また、「身寄りない」という用語が削除されて
いる。これは、市町村長申立てにおいて従来は「四親等
以内の親族の有無を確認」を要請していたが、これを
「二親等の親族を確認すればよいこととした」変更と関
連があるものと理解できる（厚生労働省社会・援護局障
害保健福祉部障害福祉課 2008）。
　さらに、2012年には議員立法によって障害者自立支
援法が改正され6）、このタイミングで（市町村地域生活
支援事業の）任意事業ではなく必須事業となった。
　これらの変更を踏まえ、現在（2020）の内容になっ
た。その特徴をみると、まず、障害者に対する地域生活
支援事業は、障害者総合支援法（障害者の日常生活及び
社会生活を総合的に支援するための法律）第77条に規
定されていることが挙げられる。第77条では「市町村
は、厚生労働省令で定めるところにより、地域生活支援
事業として、次に掲げる事業を行うものとする」とし、
その第４項に成年後見利用支援にあたる規定が確認でき
る。すなわち、「障害福祉サービスの利用の観点から成
年後見制度を利用することが有用であると認められる障
害者で成年後見制度の利用に要する費用について補助を
受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認めら
れるものにつき、当該費用のうち厚生労働省令で定める
費用を支給する事業」（障害者総合支援法第77条第４項）
との規定である。
　そして、この条文にある省令「地域生活支援事業の実
施について」（最終改正2020年３月18日、2021年１月現
在）にて示される「地域生活支援事業実施要綱」では、
「３事業の種類」「⑴市町村地域生活支援事業」「ア 市町
村必須事業」のなかに、「エ成年後見制度支援事業」が
明記されている。2006年時では、相談支援事業の下に
ある事業であったが、現行では相談支援事業から分離さ
れ、相談支援事業と同等に位置づけられている。
　その利用支援事業は、「a成年後見制度の利用を支援
する事業」と「b社会福祉法人等が実施する aに掲げる
事業に対し補助する事業」がある。より詳しくは、「別
記1‒4」として掲げられる「成年後見制度利用支援事業
実施要領」に定められている。この「要領」では、対象
者が「障害福祉サービスを利用し又は利用しようとする
知的障害者又は精神障害者であり、後見人等の報酬等必
要となる経費の一部について、補助を受けなければ成年
後見制度の利用が困難であると認められる者」とされて
いる。ここで、「重度」という程度の要件も削除されて

いることが確認できる。
　なお、障害福祉サービス供給体制において、「地域に
おける相談支援の中核的な役割を担う機関」が基幹相談
センターであり、そのセンターが主管する「権利擁護・
虐待の防止」に係る業務のひとつとしても成年後見利用
支援事業が明確に位置づけられている（「地域生活支援
事業実施要領」「別添２　基幹相談支援センター」）。
３．政策課題としての認識

　2000年に新たな成年後見制度が発足してから、中央
省庁が関わる審議会や会議、研究会等が行われ、政策課
題の把握やそれに応じた見直しが進められてきた。ここ
では、2010年に成年後見制度研究会が取りまとめた『研
究報告　成年後見制度の現状の分析と課題の検討：成年
後見制度の更なる円滑な利用に向けて』と、2017年に
閣議決定により策定された「成年後見制度利用促進基本
計画」（平成29年３月24日策定）やその中間検証報告書
に注目する。
⑴　成年後見制度研究会の問題認識

　成年後見制度研究会は、制度施行10年を迎える時期
に財団法人民事法務協会が設けた研究会である。法学研
究者や法律専門職だけでなく、最高裁判所や厚生労働
省、法務省の関係者も参加し、その報告書では成年後見
制度に関する現状分析と課題を整理している。そのなか
で、「資産を有しない者等に対する援助」については成
年後見制度利用支援事業と民事法律扶助（日本司法支援
センター）、公益信託成年後見助成基金（リーガルサ
ポート）を挙げている。そして、利用支援事業の「課題
と方策」に関しては大きく３点を指摘している。それら
は、当該事業を実施する市区町村は（当時）高齢者で約
６割、障害者で約４割にとどまるために当該事業に対す
る自治体の理解を広げる必要性があること、市区町村長
申立て以外の助成の実施等による支援の充実が必要なこ
と、そして、それらの支援によって市町村の負担が過重
にならないようにすること、である（成年後見制度研究
会 2010：22‒23）。
　他方で、実際の利用実態については踏み込んだ言及が
なく、また自治体の取り組みや負担の肥大化に触れなが
らもその具体的な解決方法は示されていない。
⑵　成年後見利用促進基本計画

　2017年に閣議決定により策定された「成年後見制度
利用促進基本計画」（平成29年３月24日策定）では、
「３成年後見制度の利用の促進に向けて総合的かつ計画
的に講ずべき施策」において利用支援事業について言及
されている。
　まず、「⑵権利擁護支援の地域連携ネットワークづく
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り」「④地域連携ネットワーク及び中核機関が担うべき
具体的機能等」「ウ）成年後見制度利用促進機能」「⒞日
常生活自立支援事業等関連制度からのスムーズな移行」
では、「生活保護受給者を含む低所得者等で、成年後見
制度の利用が必要である高齢者・障害者についても、成
年後見制度利用支援事業の更なる活用も図りつつ、後見
等開始の審判の請求が適切に行われるべき」と指摘され
ている。
　また、「⑷制度の利用促進に向けて取り組むべきその
他の事項」「②制度の利用に係る費用等に係る助成」で
は、全国どの地域に住んでいても成年後見制度の利用が
必要な人が制度を利用できるようにする観点から、地域
支援事業及び地域生活支援事業として各市町村で行われ
ている成年後見制度利用支援事業の活用について」、「各
市町村において検討が行われることが望ましい」とし、
自治体の取り組みと寄付を活用した助成制度の検討を指
摘している。前者については、「成年後見制度利用支援
事業を実施していない市町村においては、その実施を検
討すること」や、特に高齢者向けの「地域支援事業実施
要綱において、成年後見制度利用支援事業が市町村長申
立てに限らず、本人申立て、親族申立て等を契機とする
場合をも対象とすることができること、及び後見類型の
みならず保佐・補助類型についても助成対象とされるこ
とが明らかにされていることを踏まえた取扱いを検討す
ること」を示している。後者については、「専門職団体
が独自に行っている公益信託を活用した助成制度の例」
に触れ、「成年後見制度の利用促進の観点からの寄付を
活用した助成制度の創設・拡充などの取組が促進される
ことが望まれる」ことに言及している。
　ここでは、まず、閣議決定された国の基本計画におい
て、「生活保護受給者を含む低所得者等」の権利擁護に
ついて明確に言及されていることは強調しておきたい。
他方、その問題認識や解決策としては各市町村の取り組
みに委ねており、国や都道府県の役割等についての言及
はない。
⑶　中間検証報告書

　基本計画では、計画期間（2017年度から2021年度）
の中間年度には進捗状況を踏まえた各課題の整理・検討
を行うことが盛り込まれており、2020年３月に『成年
後見制度利用促進基本計画に係る中間検証報告書』が取
りまとめられている。
　この報告書では、利用支援事業の課題として、まず
「専門職団体等からは、現在の制度は不十分であり、報
酬を受け取ることができない事案が相当数あるとの指
摘」があるという問題認識を示している。そして、「全

国どの地域においても成年後見制度が必要な方が制度を
利用できるよう、市区町村長申立以外の本人や親族によ
る申立ての場合や後見監督人等が選任される場合の報酬
も含め、全国的に制度の整備を推進していくことが必
要」であることを言明する。そのために、「国において
は必要な予算の確保に努めるとともに、市区町村に対し
て助成制度の重要性の理解の促進や働きかけを行ってい
くべき」とし、国の関わりの重要性を強調している（成
年後見制度利用促進専門家会議 2020：８）。
　ここでは、利用支援事業の利用が依然として十分に進
んでいないとの指摘を確認したうえで、全国的な制度整
備の推進を改めて示し、そのうえで国による予算確保の
必要性を主張していることが特徴的である。
　ただし、この中間報告書を踏まえて発出された体制整
備の推進に係る通知では、利用支援事業を取り上げてい
るものの、国における予算確保については全く触れずに
市区町村の対応やその検討を要請するにとどまっている
（厚生労働省社会・社会援護局長・厚生労働省社会・援
護局障害保健福祉部長・労働厚生省老健局長 2020）7）。
４．実施・利用動向

　これまでみてきたように利用支援事業は、2010年代
前半まで事業設計の見直しが繰り返され、基本計画等で
も看取されるように事業の実施や利用の推進が唱導され
てきた。そこで厚生労働省が近年実施している「成年後
見制度利用促進施策に係る取組状況調査結果」の「申立
費用及び報酬助成の実施状況（平成31年４月１日時点）」
等を確認すると、次のような傾向が指摘できる。
⑴　自治体の実施

　まず、「助成制度の有無」については、高齢者につい
ては「申立費用助成＋報酬助成あり」が86.7％、「申立費
用助成のみ」が1.8％、「報酬助成のみ」が6.7％、「いず
れもない」が4.8％であった。障害者については、「申立
費用助成＋報酬助成あり」が85.9％、「申立費用助成の
み」が2.0％、「報酬助成のみ」が6.4％、「いずれもない」
が5.7％であった（厚生労働省社会・援護局地域福祉課 
2020：7‒8）。つまり、任意事業である高齢者向けの実施
が若干高く、逆に必須事業である（はずの）障害者向け
の実施が高齢者向けの事業よりも若干低くなっている。
なお、前年度の調査に比べると、いずれも実施数は微増
している（厚生労働省社会・援護局地域福祉課 2019：
12）。
　ちなみに、「未実施」の自治体は、ほとんどが町村で
あり、市は日野市（東京都）、恵那市・土岐市（岐阜県）、
半田市・常滑市・東海市・大府市・知多市（愛知県）に
限られている（厚生労働省社会・援護局地域福祉課 
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2020：47‒64）8）。
　助成制度がない理由をみると、高齢者の申立費用制度
と報酬助成制度いずれも「自治体内における必要性を把
握していない」（59.0％、62.6％）が多く、「財源確保が
困難」（25.5％、26.1％）とする理由は少ない。同様に、
障害者の申立費用制度と報酬助成制度いずれも「自治体
内における必要性を把握していない」（55.9％、59.4％）
が多く、「財源確保が困難」（28.4％、28.6％）とする理
由は少ない。また、助成制度のある自治体は高齢者・障
害者向けの事業ともに100％近くが要綱を定めている
（厚生労働省社会・援護局地域福祉課 2020：7‒8）。
　また、助成要綱の有無については、高齢者・障害者そ
れぞれ99％の自治体が作成している（厚生労働省社会・
援護局地域福祉課 2020：7‒8）。
　事業展開において見直しの論点にもなってきた「助成
対象の申立人」については、高齢・障害それぞれ「市区
町村長申立」は100％であるが、「本人申立」（49.0％、
48.1％）、「親族申立」（47.1％、46.0％）、「その他申立
（法定後見人等）」（38.4％、38.3％）はいずれも５割を下
回っている。
　他方で、助成対象となる「類型」については、高齢・
障害それぞれ「後見類型」は100％であり、「保佐類型」
「補助類型」もそれぞれ9.5割を超えている。
　以上のデータを確認する限り、未実施の小規模自治体
（町村）と、助成対象となる申立人が依然として市区町
村長申立に偏っていることが、顕著な課題として指摘で
きる。
⑵　事業の利用

　利用の動向としては、まず、申立費用助成と報酬助成
の件数がある（以下、特に断りがない限り2018（平成
30）年度実績）。高齢者関係はそれぞれ3,777件と8,325

件、障害者関係はそれぞれ920件と3,107件となってい
る。高齢者関係の件数の方が障害者関係よりも著しく多
くなっている。また、いずれも、申立費用助成よりも報
酬助成の方が数倍多い（厚生労働省社会・援護局地域福
祉課 2020：9‒12）。なお、前年の同じ調査結果と比べる
と、いずれの件数も増加している（厚生労働省社会・援
護局地域福祉課 2019：14‒17）。
　助成対象となった申立人をみると、高齢者関係・障害
者関係ともに申立費用助成については「市区町村申立」
が9.5割を超えている。他方で、報酬助成をみると「市
区町村申立」は高齢者関係が67.4％、障害者関係が
47.4％となり、それ以外の申立の比率が高くなっている。
「本人申立」「親族申立」「その他申立」のなかでも、高
齢者関係・障害者関係それぞれ「その他申立」つまり法

定後見人等が最も高く（14.0％、22.9％）、次に「親族申
立」（10.8％、16.5％）、「本人申立」（7.8％、13.2％）と
続いている（厚生労働省社会・援護局地域福祉課 2020：
9‒12）。
　類型別の状況をみると、高齢者関係・障害者関係とも
に、申立費用助成・報酬助成それぞれ「後見類型」が最
も高く、次いで「保佐類型」、「補助類型」となっている。
他方で、申立費用・報酬助成ともに、高齢者関係よりも
障害者関係の方が「保佐類型」の割合が比較的高くなっ
ている（厚生労働省社会・援護局地域福祉課 2020：
9‒12）。
　資力状況別では、高齢者関係の申立費用助成では「生
活保護受給者（世帯）」が37.8％、「その他の低所得者
（世帯）」が62.2％となり後者が高いが、報酬助成では
「生活保護受給者（世帯）」が63.5％、「その他の低所得
者（世帯）」が36.5％となり前者が高くなっている。こ
の点は、障害者関係でも同様の傾向となっている（厚生
労働省社会・援護局地域福祉課 2020：9‒12）。
　以上のデータからは前年との比較や高齢者関係・障害
者関係の比較からみえる特徴について指摘することはで
きるものの、必要となる人々の規模（母数）が明確では
ない等のため利用状況の評価を（上記のデータのみをも
とに）直ちに行うことは困難である。例えば、報酬助成
の「実施が十分になされているとは未だいえない状況」
（公益社団法人日本社会福祉士会編 2019：98）といわれ
るが、それを客観的に判断する基準や根拠は必ずしも明
確ではない。

Ⅳ．若干の考察

１．必要な人々に支援が届くための視点と課題

　約20年にわたる利用支援事業は、どのように評価で
きるのだろうか。権利擁護に詳しい平田厚は、当該事業
について「一応の対応システムが設けられることは評価
できる」としつつも、真に必要な人に届いているのか保
証されておらず、それは「今後の自治体の取り組みしだ
いであると言わざるをえない」と指摘する（平
田 2015：213）。ここでは、権利擁護の「必要な人に届
いているのか」否かを検討するための視点と課題とし
て、自治体における利用支援事業の存否、事業が提供す
る支援の中身、それらの事業の運用と利用の諸側面に注
目する。
⑴　自治体における事業の存否

　まず、自治体における事業の存否、すなわち利用支援
事業を実施する市区町村がどの程度であり、居住地に関
係なく当該事業を利用できる可能性があるかどうか、で
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ある。これまでの議論では、実施主体となる市区町村す
べてが当該事業を実施していない状況が指摘され、その
問題点は、当該事業の必要性の把握や係る予算の確保の
難しさであった。利用支援事業は、その対象となる利用
者数（親族後見等が期待できない人々や困窮状態にある
人々等）の把握が容易ではなく、そのために費用規模の
推計も難しくなる。さらに、家庭裁判所が決める報酬額
の予測も確実ではない。このような状況では、一定の費
用を負担する自治体が事業の実施に及び腰となっても不
思議ではない（山口 2009：286；松田 2013：137；香
山 2020：66）。また、必須事業と任意事業がある場合、
どうしても必須事業の方に予算割当が優先されることに
なり、任意事業は後手に回る（松田 2013：137；香
山 2020：66）。これ以外にも、関西３府県市町村への調
査では、未実施の理由として「利用者もしくは利用希望
者がいないから」（68.2％）ということだけでなく、「専
門知識を持っている職員がいないから」（40.0％）との
回答にあるように人材確保の課題も指摘されていた（山
口 2014：161）。これらの理由から、自治体が当該事業
の実施に二の足を踏むものと考えられてきた。しかも、
2012年度までは障害関係の事業も任意事業であった。
これらから、実施しないことを事実上容認する制度設計
あるいは完全実施を積極的に促すものではない制度設計
であると指摘できる。このため、セーフティネットとし
ての機能を果たすことができないとの指摘（山
口 2009：289）も首肯できる。
　しかし、近年の全国調査の結果にあるように、当該事
業の有無という観点からすれば政府の促しもあり、人口
規模の小さい一部の町村を除けば、概ね実施されてい
る。興味深いことに依然として任意事業である高齢者向
けの事業の実施率も高くなり、この半面で必須事業であ
るはずの障害者向け事業は高齢者向け事業の実施率と同
水準である。どちらも完全実施には至っておらず、任意
事業の必須事業化や、必須事業の完全実施に向けた検討
が求められる。
⑵　支援の中身

　実施率が高くなれば、次に問われるのは支援の中身、
すなわち設立された事業の支援内容やその方法等であ
る。もちろん、この点については、実施率の向上と並行
して、かねてより改善要求等で指摘されていたことでは
あった。具体的には、助成対象経費の範囲の拡張であ
り、主に①支給対象の範囲（申立経費と後見人報酬）、
②申立人の範囲（市町村申立、本人申立、親族申立、そ
の他）、③法定後見の範囲（後見、保佐、補助）、につい
てである。

　前節の厚生労働省調査の結果からも確認できたよう
に、自治体の事業設計において、上記③法定後見の範囲
については、後見類型が100％であり、保佐類型・補助
類型についても100％に近くなっていた。上記①は申立
経費及び後見人報酬の両方を対象とする自治体が高齢
者・障害者関係それぞれ8.5割を超えている。設計の局
面に限れば、この２つの支援については20年のあいだ
で一定程度まで充実してきたことを確認できる。他方
で、この設計の局面でさえ、申立人の範囲（上記②）に
ついては自治体間格差が大きかった。特に「本人申立」
や「親族申立」等は高齢者・障害者関係それぞれ５割を
下回っていた。しかし、申立人の範囲において差の出る
理由についてはよく分かっていない9）。
⑶　運用と利用

　事業を創設し支援内容を充実させたとしても、それら
の実施・運用のあり方によって必要な人々に届くかどう
かは左右される。また、実施・運用される事業の支援を
人々が利用するかどうかは、利用者側の事情にも左右さ
れる。
　第一に、実施・運用のあり方については、事業の助成
内容や手続きを文章でまとめた要綱を作成しているかが
問われていた。これについては、高齢者・障害者関係と
もにほぼ全ての自治体が作成していた。また、支援者や
関係者が事業を知らないことがあることも指摘されてい
る（平野 2009：46）。しかし、それ以上のことについて
は、十分に分かっていない。専門的技能のある人材確保
の困難が事業の運営に影響することは当然ありうるが、
十分な実態調査や議論の蓄積があるわけではない。
　第二に、利用する側の事情である。先の支援者等と同
様に、本人や家族も利用支援事業を理解していないこと
が指摘されている（平野 2009：46）。しかし、これにつ
いても、事業があり、必要な支援が提供され得るにもか
かわらず、事業を理解していないために利用にいたらな
いのか、事業・支援を正確に理解しているにも関わらず
利用しないのか等、その理由・原因はよく分からない。
　これに関連して、第三に、利用支援事業の支援が必要
であるにもかかわらず利用しなければどのような問題が
生じるのか、利用しなくとも（何らかの方法で）対処で
きるものであるのか、も問われるべきであろう。この点
について、香山は、法律に関わる専門的対応が難しい日
常生活自立支援事業での対応に委ねる、金銭管理を行う
権限が本来はないケアマネージャーのような者による
（一時的な）金銭管理の実施、専門職がボランティア
（無報酬）で後見業務を行うことになる等の問題点を指
摘している（香山 2020：69）。このように利用しなけれ
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ばどのような問題が発生し得るのか、より広範囲に把握
する必要がある。
２．政策設計の論点

　先行研究では、各自治体による事業の設計とその運用
等だけでなく、国レベルの政策設計に関わるより根本的
な疑義も示されていた。
　まず、かねてより利用支援事業は「任意事業から必須
事業へ」の見直しの必要性が指摘されていた（山口 
2009：289）。それは、これまで指摘していたように、予
算面での問題が大きく、特に「後見人報酬の問題につい
ては市町村レベルで対応していくのは限界があり、国に
よる対応が求められる」（松下 2012：62）ためでもあ
る。障害者関係では既に必須事業になっているにもかか
わらず、その実際は高齢者関係の事業と大差がないこと
については今後の精査を要するが、単に必須事業にすれ
ば問題は解決されるわけではないことがわかる。
　また、貧困・低所得であっても成年後見制度から排除
されないよう施策を講じることの重要性は、障害者基本
法や高齢者虐待防止法、生活保護法等の条文でも示され
ているところである10）。それらに規定される内容を実現
するためにも、「国家拠出等の財政的側面のみならず、
専門性を補完するための支援として、司法書士会、社会
福祉会等のバックアップ」（武市 2011：10）は重要とな
る。同様に、「対象者別に分断され、事業を積極展開す
るほど市町村の負担が増えるという仕組みではなく、低
所得や虐待等により地域から孤立している対象者に対し
て福祉専門職を積極的に関与させた公的後見制度の中の
福祉サービスとして費用補助のしくみを設計しなおすこ
とが必要」（山口 2014：163）との指摘もある。
　さらに、そのような根本的な見直しに関わる指摘とし
ては、高齢者と障害者ないし介護保険と障害者福祉サー
ビスに分離させた現行の政策設計に対する疑義がある。
例えば、「通知や事務連絡という方法によって、高齢者・
障害者分野別で頻回に行われてきたこと」は当該事業が
普及しない背景のひとつだと言われてきた（山口 2014：
157）。より直截的には、「そもそも同旨目的・事業であり
ながら、障害者・高齢者ごとに根拠法・事業形態・運用
方法が相違するのは、縦割り行政の弊害に他ならず、そ
こに積極的意義を見出すことはできない」（鵜沼 2019：
82）との批判もある。そのうえで「全年齢対応型の必須
事業へと統合・刷新し、全市町村共通の実施要綱を国レ
ベルの規則・告示で策定すべき」との踏み込んだ提言が
なされている（鵜沼 2019：82）。
　いずれにしても、このような政策設計の見直しを進め
るためには、各自治体の支援内容や運用・利用における

実態をより詳細に把握・分析したうえで、その問題の特
質を明らかにすることが肝要となるだろう。

Ⅴ．おわりに

　本稿の目的は、貧困・低所得者の権利擁護を目指す成
年後見制度利用支援事業が開始されてから現在（2020

年）に至るまでの展開に注目し、当該事業の特質と課題
を整理し、今後の論点を明らかにすることであった。そ
のために、事業の根拠となる関係法令通知の内容を時系
列で整理し、厚生労働省の資料を中心に実施の実態に係
る要点を示した。そして、先行研究における当該事業に
関する見解をもとに今後の課題を示した。これらを踏ま
えて、成年後見制度利用支援事業の主な論点を次のよう
に指摘できる。
　第一に、自治体の取り組みに関する論点としては、事
業の有無ではなく、事業の支援内容や運営の在り方につ
いて、とりわけ後見人報酬への助成と本人申立・親族申
立等を認めるか否か、認めることの意義・効果、認めな
いことの問題点、認めるために要する国・都道府県や民
間機関の支援の在り方を挙げることができる。
　第二に、国の取り組みに関する論点としては、高齢者
と障害者に分離した政策設計の是非や、上述した市区町
村への推進策の充実等について、権利擁護のセーフティ
ネットとして他の貧困・低所得対策との整合性を踏まえ
て改めて検討することを挙げることができる。なお、こ
れらに関連する都道府県の役割についても必然的に検討
が必要となる。
　以上が本稿で得られた知見であるが、今後の研究課題
も多い。繰り返すように、成年後見制度は、判断能力が
十分でなくなった人の権利擁護として、必要とする人が
誰でも使える制度でなくてはならない。利用支援事業
は、生活保護受給者を始め困窮者であっても成年後見制
度が利用できるようにするものであるが、市町村が実施
主体の補助事業であるため、現時点で全国どこででも利
用できるという状況にない。費用助成制度の有無につい
ては市町村の約９割が実施していると回答しているが、
対象者を市町村長申立ての場合に限っている市町村が約
半数あった。他にも、生活保護受給者に限定されている
場合や後見監督人には助成がないこともあることから、
国は、あらためて都道府県を通じて事業の実施及び事業
内容の見直しを求めている（厚生労働省老健局総務課 
2020：113）。
　収入が年金のみの認知症高齢者、親亡き後の障害者、
親の年金のみがたよりの無職の息子などは、成年後見人
等になる親族のいることが少ない。第三者後見人を頼る
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しかないこれらの人々の後見人を報酬のあてなく受任す
る専門職等も少ないだろう。このため、利用支援事業が
なくては成年後見制度を利用することが困難になる。た
だし、利用支援事業があっても、所得制限があるため一
定額の年金がある者は借金があって困窮していても利用
支援事業は使えない。あるいは、利用支援事業を利用し
ている者が隣町にでも転居した場合に、同様に助成を受
け続けることができるか定かではないなど目立たない課
題が、実務上はいくつもある。
　単なる要綱の有無や実施件数の多寡ではなく、制度利
用が必要であるにもかかわらずどのような人がどういう
場合に排除されるのか個別事例について詳しく調査・分
析を行い、必要な見直しを検討することの重要性は改め
て指摘しておきたい。

付記

　本稿の執筆に当たり、山中が「Ⅱ」「Ⅴ」を、野田が「Ⅰ」「Ⅲ」
「Ⅳ」を担当した。なお、「Ⅱ」は山中（2021）の一部を大幅に書き
直したものになる。
　本稿は、科研費（20K02238）による研究成果の一部である。

注

１） 最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況─平成１

２年４月から平成13年３月─」（https://www.courts.go.jp/vc-files/
courts/file2/20512001.pdf，2021年２月３日最終確認）。

２） 厚生労働省「介護保険事業状況報告（暫定）　平成31年１月分」
（https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/osirase/jigyo/m19/1901.html，
2021年２月３日最終確認）。

３） なお「身寄りのない」状況については、特に市町村長申立てと
の関連で一定の考えが示されている（厚生労働省老健局計画課長
事務連絡 2000）。

４） 日本弁護士連合会は、2002年６月22日付けで「支援費制度に
関する提言」を公表し、そのなかで「契約締結能力が不足してい
る障害をもつ人々の権利を擁護するため」に改善・実行すべき事
項のひとつとして「成年後見制度利用支援事業の早急な拡充と実
効性の確保を実現すること」を提言していた（日本弁護士連合会 
2002）。

５） 後述する障害者向けの地域生活支援事業では2008年３月にい
ち早く市町村長申立ての適用要件が外されていた。このため、地
域支援事業実施要綱では、「例示」としていたものの、後述する
ように障害者向けの事業も「自治体が適用対象を市町村長申立て
に限定して解釈する誤解が生じていた」ことが問題視されてい
た。日本弁護士連合会及び日本社会福祉士会は、この点の改善を
含む要望を厚生労働省老健局に提出し、当局も事務連絡で同年
10月に本人申立て等でも対象になり得ることを示した（公益社
団法人日本社会福祉士会 2019：64‒65）。

６） 「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保
健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援
するための関係法律の整備に関する法律」（平成22年法律第71
号）。

７） なお、同通知では、市区町村における実施要領の内容を確認す
るポイントのひとつとして、「費用の補助がなければ利用が困難
な方を対象としており、一定額以下の収入や資産という要件は設

けていないこと」を挙げている（厚生労働省社会・社会援護局
長・厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長・労働厚生省老健
局長 2020）。

８） ただし、成年後見センター等に実施を委託している自治体もあ
るため「未実施」とは断定できない。

９） 本文中にある財政上の困難等に関わる懸念から、「市区町村長
申立」に比べると実施自治体の制御が難しい「本人申立」等には
慎重になることを仮定できる。

10） 障害者基本法第23条では「国及び地方公共団体は、障害者の
意思決定の支援に配慮しつつ、障害者及びその家族その他の関係
者に対する相談業務、成年後見制度その他の障害者の権利利益の
保護等のための施策又は制度が、適切に行われ又は広く利用され
るようにしなければならない」と規定している。また、高齢者虐
待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律の第28
条では「国及び地方公共団体は、高齢者虐待の防止及び高齢者虐
待を受けた高齢者の保護並びに財産上の不当取引による高齢者の
被害の防止及び救済を図るため、成年後見制度の周知のための措
置、成年後見制度の利用に係る経済的負担の軽減のための措置等
を講ずることにより、成年後見制度が広く利用されるようにしな
ければならない」とし、経済的負担の軽減措置を明記している。
さらに、生活保護法第81条では「被保護者が未成年者又は成年
被後見人である場合において、親権者及び後見人の職務を行う者
がないときは、保護の実施機関は、すみやかに、後見人の選任を
家庭裁判所に請求しなければならない」とされている。
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